
【三原村】 

ネットワーク整備計画 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 

十分なネットワーク

速度が確保できてい

る学校の割合 

100％ - - - - 

アセスメントの実施

有無 
有 無 無 無 無 

（アセスメントによって明らかになった課題） 

 現時点での課題無し 

 推奨帯域である小学校 216Mbps/120 人、中学校 54Mbps/30 人 以上の通信が確保できてお

り、今後も継続して確保できているか各学期に１回（年間３回）のネットワーク簡易検査を

実施する予定である。 

 

（課題解決の方法・予定） 

 ネットワークに問題が生じた場合は、ネットワークアセスメントを実施、結果検証を行いそ

の後の対策を協議・検討し、対策を講じることとする。 

 

（備考） 

 ネットワークに不具合が生じた場合は、自治体職員（情報通信技術支援員含む）が一次対応

を行う。対応ができない場合は、ネットワーク整備事業者と連携をして二次対応にあたる。 

 ネットワーク環境の管理、運用については、文部科学省発行の「学校のネットワーク改善ガ

イドブック（令和６年４月）を参考に行う。 

 

 

ネットワークアセスメントとは 

 ネットワーク環境の構成要素を評価し、課題の把握や原因箇所の特定を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 


